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稔
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五
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緒
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我
闘
に
て
は
家
屋
税
は
国
税
さ
し
て
は
課
せ
ら
れ
な
い
。
地
方
税

εし
て
の
み
存
す
る
。
其
の
地
方
税
た
る
家

屋
税
の
課
税
標
準
は
由
来
可
な
り
に
多
く
外
形
標
準
じ
依
っ
た
も
の
で
ゐ
る
が
、
其
が
愈
々
こ
の
昭
和
五
年
度
か

ら
し
て
は
改
め
ら
れ
て
、

一
斉
に
賃
貸
債
格
に
依
る
'
}
ぎ
に
な
っ
て
居
ゐ
。
其
は
賃
は
地
方
税
に
ゐ
り
で
は
一
の

大
な
改
革
で
あ
り
、
公
正
の
理
想
へ
の
接
近
だ
さ
い
は
れ
得
る
も
の
だ
が
、
併
し
精
か
に
之
を
考
査
す
る
ご
、
茸
(

に
も
相
営
に
快
諮
が
あ
る
の
で
、
き
う
端
末
観
を
詳
さ
な
い
。
叉
笠
(
解
稗
に
つ
い
て
も
疑
問
な
き
を
符
ね
も
の
が
あ

る
。
で
之
が
得
失
及
内
容
を
明
か
に
す
る
の
は
、
今
、
日
の
前
に
逗
っ
て
来
た
此
新
標
準
佐
賀
施
す
る
に
嘗
り
て

参
考
資
料
を
供
す
る
所
以
で
、
何
程
か
賓
際
界
へ
の
貢
献
さ
な
ら
う
か
ご
恩
ふ
の
で
、
表
仁
之
を
取
扱
っ
て
見
る

第
一
段

家
屋
税
に
於
け
る
諸
の
課
税
標
準
の
比
較

↑
家
屋
就
に
於
げ
る
諸
課
税
標
準

一
円
諸
課
税
標
準

l

家
屋
税
の
課
税
標
準
さ
な
る
も
の
は
大
別
し
て
牧
盆
、
語
、
外
形
標
準
の
一
一
一
ご
し
す

其
各
の
も
の
に
は
夏
ら
に
色
々
の
も
の
が
存
し
得
る
。
牧
盆
(
賃
貸
債
格
)
じ
て
も
、
質
際
純
牧
盆
(
家
屋
所
持
さ

い
ふ
ぺ
き
)
に
依
る
こ
さ
が
出
来
、
賞
際
総
牧
盆
じ
依
る
こ
さ
が
出
来
又
、
放
盆
能
力
に
依
る
こ
さ
が
出
来
る
。

• 



債
格
ご
い
ふ
て
も
、

建
築
債
格
化
る
こ
さ
が
出
来
れ
ば
、

貰
買
債
格
(
交
通
僚
値
、

普
通
債
値
さ
も
い
ふ
)
た
る
こ

ぜ
い
か
出
来
る
(
註
一
)
。
外
形
標
準
に
は
門
窓
税
に
於
げ
る
が
如
く
門
窓
仁
依
る
こ
ご
も
出
来
れ
ば
、

面
積
税

(
建
坪

校
、
建
坪
及
附
属
地
坪
税
)
、
階
級
税
(
諸
多
の
外
形
標
準
の
色
々
の
組
合
に
よ
る
)
の
や
う
な
標
準
に
依
る
こ
さ
も

出
来
る
。
家
屋
税
課
税
標
準
の
選
搾
範
園
は
断
る
庚
ぃ
。
之
に
闘
す
る
立
仲
間
の
賓
例
を
見
て
も
、
震
じ
多
極
多
様

な
も
の
で
あ
る
(
忌
一
一
)

(
註
ご

政
金
に
依
り
ね
に
賀
際
品
川
谷
に
依
る
と
い
ふ
場
合
に
は
、
具
飽
的
な
る
各
個
の
家
屋
の
現
賢
な
る
取
金
を
、

A
Y
〈
と
も
原
則
と
し
で
は

椋
半
と
す
る
」
引
ふ
こ
と
に
な
り
得
る
け
札
ど
も
、
畑
山
格
に
依
る
場
合
に
は
、
組
例
.
各
制
京
阪
、
山
一
時
叫
貨
の

th
に
依
る
も
の
で
な
(
ベ
安
遇
税

な
れ
ば
其
れ
で
あ
り
得
る
が
)
、
平
均
的
又
は
客
観
的
な
る
評
定
償
特
に
依
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ

ρ
1
ゼ
ル
が
、
之
に
つ
い
今
、
(
債
格
課
税
陀
於

T
)
多
く
の
場
合
に
附
廷
に
於
け
る
類
似
の
物
憶
に
づ
い
て
得
ら
れ
た
る
比
較
ナ
ベ
き
債
格
を
鷲
ら
す
こ
と
を
絵
儀
な
〈
せ

b
る
と
い
ふ
は
此

意
味
で
あ
る
。

〈
註
二
)

最
近
、
各
閥
由
貿
例
は
左
の
却
し
。

的
取
盆
に
依
る
も
の

川
門
地
金
能
力
に
依
る
も

?
i我
邦
、
メ
ク
レ
ン
プ
ル
ヒ
ス
ト
レ
:
、
ワ
ル
デ
ッ
ク
響
、

川
円
賓
際
故
金
に
依
る
も
臼

、ノ

1
1
1

町

付
抽
間
取
盆
陀
依
る
も
の
(
|
波
閥
、
ハ

Y

プ
ル
グ
、
そ
し
て
伯
林
、
ア
ル
ト
ナ
に
で
も
此
に
依
り
た
る
こ
と
あ
り
。

、，ノ~
い
純
収
盆

l
l併
岡
(
前
年
に
事
質
上
得
ら
れ
た
る
も
の
か
与
、
工
場
に
て
は
凹
割
を
、
人
家
に
で
は
二
割
五
分
を
拍
誠
及
保
存
費
と
し

て
控
除
し
た
る
も
の
を
標
準
と
す
。
左
も
向
用
の
・
知
〈
右
に
依
り
雛
春
場
合
に
は
、
評
定
取
盆
に
依
る
)
、
希
雌
(
純
金
に
依
り
、
之
が
鴛
め

に
抽
制
収
盆
か
ら
引
妻
、
b
る
る
の
は
、
各
の
園
及
地
方
税
、
択
常
利
子
、
改
築
費
、
減
判
明
及
維
持
費
〔
K
L
ア
一
泊
常
、
抽
略
取
設
の
七

μ
、
士
場

E命
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家
屋
院
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

四

-
I
4

、4
、

主
」
ノ
プ

第
四
拭

議

の
場
舎
に
は
一
コ
ガ
ヌ
火
災
保
険
及
英
也
白
損
害
保
険
の
保
険
料
で
あ
る
)

川
川
牧
盆
を
還
元
し
た
る
債
格
に
依
る
も
の
(
牧
盆
能
力
の
建
国
商
)
1
1
l
ザ
ク
セ
ン
、
オ
ル
」
ア
ン
プ
ル
ゲ

ω債
格
(
普
通
償
値
)
に
依
る
も
の
十
ず
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ヒ
、
ブ
レ
メ
ン
、
パ

1
d
ア
ン
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ワ
イ
ヒ
、
露
凶
(
現
行

地
方
家
屋
税
)

川
同
外
形
標
準
に
依
る
も
の
ー
ー

川w門
窓
に
依
る
も
の

1
i諸
問
奇
仰
闘
の
門
窓
枕
(
一
九
一
八
年
に
闘
枕
占
し
て
股
止
さ
れ
た
が
、
地
方
税
と
し
で
は
今
も
、
擬
制
上
の
木
税

に
謝
ナ
る
附
加
枕
と
し
て
時
四
る
)
。

山
川
崎
被
悦
に
依
る
も
白
書
沼
岡
田
地
方
巾
、
例
之
、
ハ
ル
コ
ウ
(
に
て
は
、
不
動
産
自
許
定
に
於
で
可
地
位
、
室
の
扱
及
庫
川
さ
に
よ
る

大
き
、
不
動
産
自
性
状
及
商
業
の
住
居
に
封
ず
る
関
係
に
依
る
」
。

山
間
前
記
諸
標
準
の
併
用
を
矯
す
も
の

川
門
牧
金
能
力
と
外
形
椋
準
白
一
た
る
面
積
と
を
併
用
す
る
も
の
1
1ー
バ
イ
エ
ル
シ
(
賞
際
の
賃
貸
賃
在
に
評
定
白
十
分
な
る
支
持
貼
の
九

出
さ
れ
ざ
る
底
に
は
、

一
定
の
方
法
に
よ
っ
て
建
物
及
附
属
地
の
面
積
恥
ら
計
算
せ
ら
れ
る
所
の
牧
盆
の
大
さ
の
仮
定
〔
一
ア
ー
ル
十
問
局

克
と
評
定
U

に
よ
っ
て
賃
貸
仙
叫
ん
骨
を
凡
出
し
て
課
す
る
。
そ
し
で
此
の
知
き
も
の
と
し
て
農
業
経
替
に
向
け
ら
れ
る
建
物
及
閏
舎
の
城
寺
院

を
事
げ
る
か
ら
、
見
様
に
よ
り
で
は
、
面
積
に
依
る
の
を
持
別
の
1

時
準
、
と
見
倣
さ
ず
、
車
に
牧
盆
能
カ
を
評
定
す
る
一
方
法
に
過
ぎ
ぬ
と
し

て
も
頁
乙
、
塊
(
白
地
方
家
屋
税
は
今
日
殆
ん
ど
到
る
庖
に
、
家
賃
に
依
り
、
且
づ
工
場
及
其
他
の
一
定
の
大
川
営
業
建
物
に
て
は
面
積
標
準

に
依
る
)

山
刊
岐
盆
龍
力
と
外
形
標
準
た
る
階
級
と
に
よ
る
も
の

l
!我
闘
の
A
E
日
迄
、
現
行
白
ラ
且
ヅ
つ
ス
ロ
〆
キ
ア
(
其
定
物
税
は
家
賃
税
か
家
屋

階
級
砿
か
に
依
る
、
全
鰹
と
し
て
家
賃
積
に
従
へ
な
い
地
万
に
於
げ
る
賃
貸
さ
れ
ざ
る
特
家
に
は
階
級
税
が
行
ば
れ
る
こ
、
と
に
な
る
此
に
亡

は
住
室
回
数
に
よ
る
o

其
他
に
て
は
家
賃
叫
怖
が
行
は
れ
、
此
に
て
家
賃
た
る
〈
き
も
の
か
ら
一
定
搾
除
費
目
を
引
き
去
り
た
る
も
の
に
依

" 
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る
)
奮
時
の
境
国
(
英
地
に
て
少
〈
と
も
建
物
白
半
分
が
賃
貸
さ
れ
る
か
何
う
か
に
よ
り
て
、
管
貸
崎
格
に
よ
り
で
測
定
さ
れ
た
家
屋
税
と
家

屋
に
於
け
る
住
室
白
肌
却
に
よ
り
、
階
級
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
る
家
屋
階
級
枕
と
が
分
れ
行
は
れ
た
)
。

山
山
我
闘
の
今
後
の
課
税
標
準
1

1
は
賃
貸
債
格
じ
統
一
さ
る
、
筈
で
あ
る
。
業
は
、
貸
主
が
日
公
謀
、
修
繕
費
、

其
他
、
家
屋
の
維
持
に
必
要
な
る
経
農
を
負
携
す
る
僚
件
を
以
て
家
屋
を
賃
貸
す
る
場
合
に
於
て
賦
課
期
目
の
現

択
に
よ
り
貸
主
の
牧
得
す
ぺ
一
)
昔
、
金
額
の
年
額
ご
い
ふ
か
ら
、
右
列
記
の
諸
標
準
中
に
就
き
で
は
、
牧
盆
能
力
さ
も

い
ふ
べ
き
客
観
的
な
る
線
牧
盆
を
楳
準
ご
す
る

F

』
さ
に
な
る
。
随
っ
て
主
(
は
、
各
箇
の
家
屋
の
一
々
の
賓
際
の
賃

貸
料
戸
L

H

い
な
〈
耐
制
定
人
聞
の
一
特
別
事
情
じ
一
d
h
特
に
高
〈
叉
日
仏
紙
〈
定
ま
り
わ
ん
る
も
の
は
之
を
排
斥
し
、

lsl¥ 

は
各
家
主
か
ら
し
て
申
告
せ
し
め
て
も
、
必
や
し
も
実
僚
、
此
に
依
ら
中
、
政
府
に
て
主
一
ぜ
同
等
さ
認
む
る
他
の

物
さ
の
比
較
考
最
よ
ち
し
て
通
常
に
一
叫
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
夫
の
一
標
準
た
る
牧
盆
は
総
牧
盆
で
あ
っ
て

純
牧
盆
で
は
な
い
。
実
れ
で
之
を
我
邦
の
他
の
牧
盆
税
に
比
す
る
さ
、
地
租
ご
は
同
質
の
課
税
標
準
で
あ
り
、
経
口

業
牧
犠
枕
の
賓
際
の
純
牧
盆
に
依
る
の
T
」異
h，J

、
資
本
利
子
税
さ
は
線
牧
盆
に
依
る
こ
さ
に
於
て
同
じ
で
あ
り
、

貫
際
牧
盆
た
ら
ざ
る
ニ
マ
」
に
於
て
之
さ
異
る
。

に
賃
貸
債
格
さ
其
他
の
課
税
標
準
さ
の
比
較

l
l稽
今
の
家
屋
税
標
準
の
中
に
就
き
で
は
、
我
凶
に
て
は
今
後
、

牧
盆
、
就
中
、
牧
盆
能
力
に
依
ら
う
ざ
い
ふ
の
だ
が
、
此
は
或
は
賢
一
際
牧
盆
、
而
か
も
業
純
牧
盆
に
依
る
さ
し
て

も
可
い
。
併
し
一
方
に
所
得
税
又
は
之
が
附
加
税
又
は
所
得
に
主
三
し
て
依
る
所
の
戸
数
割
が
存
す
る
以
上
之
さ

Z市

議

家
屋
税
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

第
四
批

五
六
七

互王
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T晶

叢

ム
F、

家
屋
械
の
課
積
標
準

第
三
十
巻

五
六
八

第
四
批

並
ん
で
課
せ
ら
る
ぺ
当
一
枚
盆
税
又
は
物
税
ざ
し
て
は
所
得
、
乃
ち
貰
際
純
牧
盆
よ
り
も
別
な
謀
税
標
準
即
ち
物
的

客
観
的
な
る
牧
袋
能
力
仁
依
る
の
が
選
む
ぺ
き
も
の
だ
さ
い
ふ
こ
ご
も
ゐ
る
。
多
少
臭
っ
た
方
面
か
ら
能
力
を
摘

む
方
が
能
力
を
漏
ら
さ
な
い
矯
め
に
は
一
層
望
ま
し
い
。
ま
(
れ
で
今
悲
に
諸
課
税
標
準
の
比
較
を
須
す
に
つ
い
て

は
牧
盆
能
力
ご
い
ふ
ぺ
、
古
-
賃
貸
債
格
を
中
心
ざ
し
て
論
や
る
。
其
が
我
邦
の
絡
さ
に
探
b
う
寸
し
す
る
も
の
で
も
あ

h
、
街
克
便
で
あ
る
。

川
公
平
課
税
上

レ
許
定
賃
貸
債
格

ざ
し
て
、
家
屋
所
有
者
の
物
的
能
力
を
日
公
平
に
現
は
す
も
の
は
な
い
(
詮
一
三
。
家
屋
所
有
者
相
互
の
聞
の
能
力
に
公

山
若
も
此
が
明
確
仁
知
り
狩
る
な
ら
ば
、
日
お
れ
は
ざ
欣
盆
枕
乃
宝
物
税
の
謀
税
標
準

卒
た
り
得
る
の
み
で
な
〈
、
我
邦
の
如
く
地
租
を
賃
貸
債
格
に
依
ら
う
ご
い
ふ
に
於
て
、
土
地
所
有
者
さ
の
聞
の

負
携
の
公
平
に
も
合
す
る
。
間
併
し
都
合
地
に
て
は
、
家
屋
の
賃
貸
が
相
営
多
〈
行
は
れ
て
賃
貸
債
格
ケ
摘
む
こ

さ
が
容
易
で
あ
り
、
仮
令
此
に
て
自
用
家
屋
が
あ
っ
て
も
、
賃
貸
家
屋
の
業
か
ら
類
推
し
て
定
め
る
こ
干
し
が
容
易

で
ゐ
る
げ
れ
J
T

」
も
、
回
合
に
て
は
賃
貸
が
多
か
ら
?
、
随
っ
て
殆
ど
依
る
べ
き
の
賃
貸
債
格
な
し
さ
い
ふ
こ
ど
も

あ
る
(
註
四
)

u

の
み
な
ら
や
郡
曾
に
で
も
、
住
屋
は
賃
貸
債
格
ぞ
見
出
し
易
い
が
、
大
工
場
の
如
き
に
な
る
さ
‘
之

が
賃
貸
さ
い
ふ
こ
さ
は
殆
ん
ど
之
を
見
出
し
難
く
、
主
一
償
格
な
ら
ば
判
る
が
、
賃
貸
償
格
は
却
っ
て
判
ら
ぬ
さ

V

ふ
こ

εも
ゐ
h
(設
五
)

o

其
等
に
て
張
ゐ
て
此
賃
貸
債
格
に
依
る
さ
し
て
は
無
理
が
出
来
、
公
平
に
反
す
る
こ
さ
ぷ
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も
な
る
。
其
れ
で
其
の
掴
み
難
き
場
合
に
は
、
家
屋
の
債
格
か
ら
之
に
一
定
の
利
率
を
乗
じ
て
賃
貸
債
格
を
推
定

す
る
か
(
誌
と
、
賃
貸
債
格
以
外
の
標
準
、
例
之
面
積
柱
、
階
級
税
、
乃
至
、
債
格
税
を
採
る
の
外
な
き
こ
さ
に
な

h
ノ
(
註
七
)
、
前
者
に
依
れ
ば
つ
ま
り
債
格
に
依
り
た
る
に
外
な
ら
ぬ
こ
ぜ
に
な
り
、
後
者
に
依
れ
ば
何
れ
に
し
て
も

賃
貸
債
格
さ
は
臭
っ
た
標
準
に
依

b
北
る
こ
す
」
に
な

b
、
会
瞳
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
何
れ
に
し
て
も
全
国
に
統
一

あ
る
課
税
標
準
が
探
札
な
い
ざ
い
ふ
一
の
大
な
不
会
卒
セ
件
ふ
(
詮
ん
)
。
併
し
業
他
の
見
地
か
ら
し
て
之
を
比
較
的

良
き
も
の
三
し
て
選
り
こ
さ
に
な
れ
ば
、
主
(
の
行
へ
凶
だ
け
じ
て
は
、
債
格
か
ら
測
定
す
る
外
な
い
っ
術
ほ
我
邦
の

回
合
の
特
殊
事
情
か
ら
、
自
有
家
屋
が
持
主
の
所
得
事
情
f
」
必
十
し
も
卒
行
せ
や
、
組
先
停
来
の
大
家
屋
に
往
し

て
此
標
準
か
ら
、
過
大
(
金
、
き
所
得
か
ら
見
て
)
の
負
携
を
負
は
さ
れ
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
あ
る
さ
も
い
ふ
が
、
此
は
家

屋
税
其
も
の
、
苦
情
で
あ
っ
て
、
此
税
あ
る
以
上
、
何
れ
の
標
準
に
依
っ
て
も
、
多
少
は
免
れ
ぎ
る
も
の
に
属
す

4
0

。

Z
1
ベ
ル
ヒ
は
、
賃
貸
債
格
を
最
真
由
課
税
標
準
主
鴛
し
、
ジ
エ
ン
セ

y
は
、
家
屋
町
賃
貸
債
格
に
基
き
た
る
併
圃
家
屋
枕
を
最
夏

の
賓
例
と
し
て
居
る
。

(
詰
三
)

(
註
四
)

此
趣
旨
の
事
は
、
諸
多
目
撃
者
、
エ

1
4
L
M
ヒ
、
チ
ス
ヵ
、
フ
イ
ス
チ
ン
グ
、
シ
ェ
フ
レ

I
、
ロ
ツ
シ
ア
1
、
ロ
ツ
ッ
、
ポ
ル

r
ト

グ
ル
シ
ツ
エ
ル
、
プ
ロ
ハ

1
ぜ
ん
等
の
斉
し
〈
い
ふ
所
で
あ
り
、
パ
ス
テ
I
プ
ル
に
至

p
て
は
、
金
程
上
、
家
屋
の
賃
貸
料
を
定
め
る
と
と

は
、
土
地
の
其
よ
り
も
一
居
容
易
也
と
し
で
、
凡
べ
て
の
家
屋
の
賃
貸
債
格
D
決
定
を
簡
阜
に
見
で
居
る
が
、
其
は
少
し
〈
昔
一
回
ひ
過
亨
で
あ

る
(
賓
際
彼
も
、
之
に
依
れ
ぬ
揚
合
を
認
め
で
は
居
る
)
。

Z晶

家
屋
枕
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

七

玉
大
丸

第
四
時
硯

叢

Eheberg， a. a. O. S. 250， Jιnsen， Public fina.nce.， p. 293・
EhぞbeTg，a目 a._u. S. 249-250. Tyszka， a. a. O. S. 145.-Fuistin宮， a. a. O. S. 322 
Scha伺e，a. a. O. S. 181 182・Roscher，Fw. 5 Aus.I. S. 486.Lotz. Fw. S. 3!2・313・
Borght， Fw. 5 Au日 1I-1.S. 102. Gruntzel. Fw. S目 62.Prohasel. a. a. O. S 
49・5I. Bastable， Pnblic fiロance.3 ed. P・448

12) 
'3) 



ロA

a阿

叢
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家
屋
枕
の
課
枕
槙
準

第
三
+
巻

第
四
時
刷

五
七

O

プ
ロ
ハ

1
ゼ
ル
は
、
或
圏
塊
、
特
に
主
業
的
白
土
地
(
建
物
附
き
)
に
て
の
争
、
白
有
土
地
の
自
己
利
用
に
於
て
旦
ワ
比
較
物
の
侠
乏

に
於
て
、
収
盆
慣
値
計
算
が
糟
甥
に
確
賃
な
る
成
果
に
導
か
ぬ
と
い
ふ
。

(
註
五
)

(
註
穴
)

パ
ス
テ

I
プ
ル
は
、
家
賃
は
物
耀
が
賓
際
賃
貸
さ
れ
ざ
る
慮
に
は
失
敗
ナ
と
し
て
、
家
の
賃
貸
料
の
外
に
、
補
正
物
と
し
て
建
築
費

の
元
素
が
使
用
せ

b
る
と
免
し
、
ソ
ド
フ
ス
キ
ー
は
、
牧
金
が
白
、
b
決
定
せ
し
め
ぎ
る
不
動
産
に
て
は
、
主
一
債
値
白
土
蓋
の
上
に
評
定
せ
、
b

る
と
鴛
し
、
波
蘭
固
に
て
は
、
其
不
動
産
税
は
、
家
屋
が
賃
貸
さ
れ
な
い
と
寺
に
は
、
主
(
償
値
の
五
が
に
換
算
し
た
も
の
を
其
牧
盆
と
す
。

(
註
セ
)

ポ
ル
ゲ
ト
は
、
同
舎
及
小
市
に
て
は
、
家
屋
階
級
(
例
之
、
塊
勾
)
、
叉
は
面
積
品
川
(
例
之
、
パ
イ
品
ル
ン
)
が
用
ゆ
べ
き
謎
踏
と
な
る
を

得
と
矯
L
、
シ
ェ
フ
レ
ー
も
、
間
合
の
建
物
に
は
、
或
は
唯
だ
、
客
観
的
標
準
な
き
か
・
或
は
之
を
宥
う
た
所
の
不
動
な
る
利
用
償
値
の
階

級
謹
帳
の
み
が
可
能
だ
と
匁
し
、
グ
一
フ
イ

y
ウ
ニ
ヒ
タ
ー
は
、
由
来
鹿
沼
級
税
は
、
家
屋
が
一
地
例
賃
貸
せ
、
b
れ
ず
、
併
し
所
宥
者
自
身
か

b
住

居
せ

b
る
る
回
合
の
一
税
だ
と
い
斗
で
居
る
G

(
註
八
)

フ
f
ス
チ
ン
ゲ
は
、
家
賃
に
現
は
れ
た
る
家
屋
借
料
は
統
一
あ
る
基
礎
を
成
形
せ
ず
と
鴛
し
、

L

1

4

ル
ヒ
は
同
一
課
積
物
件
を
異

ヲ
た
方
法
に
よ
り
、
即
ち
都
市
に
で
は
賃
貸
料
に
よ
り
、
国
舎
に
で
は
他
の
標
準
に
よ
り
て
謀
L
な
け
れ
ば
な
、
b
ぬ
こ
と
は
、
不
都
舎
だ
。

何
と
な
れ
ば
此
が
課
税
の
健
街
を
破
る
と
と
白
心
配
を
遜
〈
る
を
得
ぬ
か
ら
い
U

い
ふ
。

(ろ)
主主

他

の

標

準

川
刊
賞
際
の
純
牧
盆
1
ー
に
依
る
の
も
一
の
方
法

rが、
ぞ
し
て
之
を
本
営
に
摘
み
得
れ
ば
益
卒
の
負
携
さ
な

h'
得
る
の
だ
が
、
遺
憾
な
が
ら
比
に
は
遁
股
の
可
能
性
が
大
で
あ
り
、

特
に
別
に
存
す
る
所
得
税
乃
至
其
他
の
人

税
も
之
に
依
'p.
実
上
に
も
家
屋
税
に
て
之
に
依
る
に
於
て
一
層
に
遁
脆
を
誘
導
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
も
あ
っ
て
、

品
川
夏
に
公
平
上
不
満
足
ご
な
る
。
総
牧
盆
で
な
く
し
て
、
純
牧
盆
に
依
る
ザ
」
い
ふ
事
も
、
能
力
に
異
に
公
卒
さ
な
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る
所
以
マ
」
も
考
へ
ら
る
、
が
、
物
税
た
る
家
屋
税
ご
し
て
は
総
牧
盆
又
は
組
収
ご
純
牧
さ
の
中
間
物
に
で
も
忍
び

得
る
。
ぞ
れ
か
ら
賞
際
の
牧
盆
ざ
い
ふ
こ
さ
は
買
は
一
貫
す
る
を
得
な
い
。
賞
際
牧
盆
を
生
や
ぬ
も
の
は
、
評
定

牧
盆
か
ら
推
定
す
る
外
な
く
・
業
れ
だ
け
で
は
結
局
、
牧
盆
能
力
に
待
つ
外
は
な
い
。

間
債
格
|
|
此
に
依
る
寸
」
き
に
は
、
牧
盆
に
て
は
漏
れ
る
所
の
能
力
を
も
摘
み
得
る
の
み
な
ら
ず
、
茸
(
の
盤

化
仁
追
随
す
る
こ
ど
も
山
家
、
特
に
他
方
に
存
在
す
る
所
得
税
又
は
所
得
税
的
の
人
税
を
補
完
す
る
さ
し
て
は
、

牧
徒
に
も
ま
し
た
一
長
所
を
有
つ
(
註
九
)
o

又
此
な
れ
ば
都
舎
地
の
み
で
な
く
、
田
舎
に
も
一
一
衝
に
行
は
れ
て
、
各
一
剛
幽

仁
統
-
め
る
根
準
仁
て
謀
殺
し
符
る
さ
い
ふ
-
」
ざ
が
あ
る
(
詰
一

G
o
又
家
屋
じ
め

h
t
は
土
地
の
や
う
じ
債
格
ご

賃
貸
料
さ
が
品
蛇
行
し
な
い
こ
さ
の
少
い
ざ
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
o

尤
も
償
格
に
依
る
f
」
き
に
、
金
剛
を
通
じ
て
見
る

さ
牧
盆
に
比
し
て
負
擦
の
不
均
衡
を
生
や
さ
い
ふ
こ
さ
が
あ
る
。
実
は
金
利
割
高
で
随
つ
て
は
家
屋
の
吹
盆
も
割

A
口
に
大
い
地
方
に
て
は
、
金
利
低
く
家
屋
の
牧
盆
も
割
合
に
小
い
地
一
万
に
比
し
て
、
債
格
税

ι
よ
る
ず
」
牧
盆

税
に
依
h
た
る
よ
り
も
負
携
が
軽
く
な
る

εい
ふ
こ
さ
が
あ
る
の
だ
が
、
併
し
又
見
方
を
別
に
し
て
見
る
さ
、
牧

盆
金
高
の
大
小
の
み
に
依
h

て
は
本
営
の
能
力
の
大
小
は
判
ら
守
、
其
牧
入
の
難
易
危
険
率
な
ど
を
も
考
慮
し
な

く
て
は
な
ら
ず
、
然
る
さ
き
に
債
格
仁
現
は
れ
わ
ル
る
牧
盆
の
大
吉
さ
並
に
危
険
度
ご
を
標
準
ざ
し
て
課
税
す
る
方

が
一
層
能
力
に
臆
や
る
所
以
だ
さ
殺
し
侍
る
。
た
V
A

債
格
じ
依
る
ぎ
き
仁
、
家
屋
税
一
か
最
早
や
、
牧
盆
枕
で
は
な

く
し
て
、
部
分
叉
は
特
別
財
産
税
さ
な
る
ず
」
い
ふ
こ
さ
は
ゐ
る
(
註
一
一
)

O

併
し
其
も
別
に
並
行
し
て
謀
せ
ら
る
、

百合

叢

家
屋
税
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

玉:
寸ニ

第
四
時
菰

:1L 



Z命

議

O 

家
屋
枕
の
課
礎
標
準

第
三
十
巻

第
四
披

五
七

地
租
が
斉
し
く
償
格
に
依
る
な
ら
ば
、
却
っ
て
之
さ
の
釣
合
か
ら
も
・
む
し
ろ
家
屋
税
に
債
格
を
用
ゐ
る
が
良
い

ざ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
但
し
我
邦
の
目
下
定
ま
っ
て
居
る
案
の
や
う
に
地
租
を
も
債
格
に
依
ら
や
賃
貸
債
格
に

依
る
さ
す
る
さ
当
一
に
、
之
ご
の
釣
合
上
は
、
家
屋
税
の
標
準
を
賃
貸
債
格
ご
す
ぺ
〈
、
債
格
ざ
す
る
の
を
排
尿
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
さ
に
な
る
。

(
註
丸
)

ロ

1
7
ン
は
、
債
格
税
に
て
は
、
政
金
税
に
比
し
一
層
公
正
な
る
租
硯
分
配
と
い
ふ
財
政
キ
策
上
の
期
待
が
完
全
に
常
る
と
鴛
し
、

ア
ロ
ハ

1
ぜ
ル
も
、
建
物
附
土
地
に
て
は
、
地
同
遁
償
値
に
よ
る
賦
課
方
法
が
全
く
鴻
む
べ
き
も
の
だ
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
此
が
蓬
か
陀
簡
阜
に

し
て
吐
つ
持
陀
公
正
な
る
杭
杭
分
削
の
要
求
に
も
最
わ
や
く
泊
ふ
か
ら
と
灼
!

シ
ョ
り
凡
ツ
は
、
経
消
生
日
前
に
於
け
る
力
内
推
移
に
山
山
ボ
る

だ
け
惑
か
に
迄
随
L
、
之
に
相
嘗
と
な
る
止
い
ふ
と
と
は
、
租
枕
立
法
者
の
第
一
白
任
務
だ
が
、
此
に
恰
も
瞳
日
遁
償
値
の
課
税
が
多
〈
は
最

真
白
方
法
を
供
ナ
と
矯
ナ
。

但
し
此
に
反
調
設
は
あ
る
。
例
之
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
は
、
建
物
の
賀
却
債
債
が
牧
盆
の
ょ
に
確
賀
な
る
決
定
を
許
さ
ず
と
潟
し
、
ポ
ル
ゲ
ト

は
、
普
、
遁
債
値
目
標
準
は
、
租
税
責
措
の
公
証
な
る
分
四
を
生
ず
る
の
に
は
相
営
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
止
が
純
物
的
な
る
信
嫡
ナ
ベ
き
確

定
を
遁
例
許
吉
一
ず
、

E
つ
事
責
上
回
牧
金
事
情
か
ら
全
〈
離
札
る
か
ら
色
鮮
ナ
。

(註

-
O
)
Z

1

9

へ
ル
ピ
は
、
建
物
償
措
に
よ

H
で
此
枕
が
平
等
に
全
圃
に
行
は
る
る
慮
に
は
、
比
困
難
(
賃
貸
債
絡
白
場
合
に
、

一
部
其
が

不
賀
行
、
随
つ
で
不
統
一
課
磁
と
な
る
)
は
避
け

b
る
る
と
鴛
し
、
フ
イ
ス
チ
ン
ゲ
は
、
此
勤
(
家
賃
に
よ
り
で
は
全
国
統
一
的
に
課
税
せ
ら

札
ぬ
と
と
)
を
考
慮
し
て
、
諸
多
D
園
(
ウ
品
ル
テ
ン
ペ
ル
ヒ
、
バ
ー
ヂ
ン
、

債
格
を
統
一
あ
る
基
礎
と
し
て
選
ん
だ
の
だ
と
居
片
品
ド
。

へ
ツ
セ
シ
)
が
賃
貸
債
格
D
使
用
を
断
念
し
て
、
建
物
白
鷺
頁

尤
も
此
に
も
多
少
の
異
論
は
あ
る
。

U

エ
フ
レ

1
は
、
交
逼
償
値
白
評
定
に
う
き
、
確
固
た
る
六
人
遁
債
値
の
十
分
な
る
数
が
回
期
的
に
は
必

f
し
も
常
に
且
つ
到
る
慮
に
見
出
さ
し
め
ず
と
鴬
し
、
へ
ツ
ケ
ル
は
、
此
方
法
(
債
格
に
依
る
〉
が
田
舎
及
小
市
に
は
多
〈
の
障
碍
に
遇
ふ
と

Gemeinrle Das Lohmann， a. a. O. S. 56. Prohasel， a. a. 。呂田 75. Schwarz， 
Abgabenwesen Deutschlands. S. 25. 
Gruntzel， a. a. O. ~. 61. Borght， a. a. 0. 10，3 

Eheberg. a. a. O. S. 250. Fuisting， a. a. O. ，':;. 3:z3. 
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局
し
、

ν
ャ
1
ヂ
は
、
全
世
上
最
多
〈
の
場
合
に
、
資
木
(
債
格
)
測
定
の
方
が
一
暦
精
密
に
行
山
川
る
る
こ
と
に
は
疑
を
入
れ
な
い
。
唯
だ
必

要
な
る
債
格
資
料
の
非
常
に
之
し
き
虚
に
の
み
、
其
結
果
が
固
よ
り
頗
る
紋
艶
あ
る
も
の
だ
と
し
て
、
何
程
か
、
債
格
に
荊
用
出
痕
ぬ
こ
と

を
見
亡
居
る
が
、
債
格
な
れ
ば
何
れ
の
家
屋
に
つ
い
て
も
評
定
出
来
ぬ
こ
と
は
な
い
、
今
日
は
臥
L
火
山
尉
保
険
が
可
な
り
に
費
逢
し
で
居
る

の
を
見
逃
し
て
は
な
、
υ
向。

エ

I
ベ
ル
ヒ
は
、
建
物
債
格
殺
の
形
式
は
牧
金
税
の
性
質
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
部
分
財
産
税
の
件
官
、
を
示
す
止
免
し
、

は
牧
策
枕
が
此
〈
債
格
税
と
な
る
こ
と
)
に
よ
り
て
、
財
産
税
部
、
と
な
る
と
免
す
η

へ
ツ
ケ
ル

(
註
一
一
)

間
外
形
標
準

l
l
に
依
b
-て
も
、
武
度
ま
で
の
円
公
平
は
得
ら
れ
ぬ
の
で
は
な
い
け
れ
ど

b
、
回
λ
り
精
宥
で

屯
ぬ
い
、

1vcr
、
ι
H
d
u
J
ん
止
、
K
B

、

品
刊
幸
一

HNG
似
叩
ペ
加
平
、

他
地
や
ド
ト
比
し
て
け
い
公
平
課
税
の
上

rb以
劣
っ
た
も
の
口
〈
詑
一
三

吋
ぐ
し
て
貫
一
巾
，

面
積
、
門
窓
、
階
級
の
三
の
間
で
は
、

諸
多
の
標
準
を
加
味
し
た
る
階
級
耽
最
公
平
に
適
ふ
げ
れ
ど
も
(
詮
一
三
)
併

し
牧
盆
や
債
格
に
比
し
て
は
劣
る
(
詮
一
聞
い
)
。

間
合
地
方
の
如
く
経
梼
軍
純
で
、

面
積
税
も
、

各
人
各
家
の
牛
活
に

大
し
た
相
遣
の
な
-
き
蕗
に
は
忍
び
得
る
も
の
だ
が
、
少
し
〈
愛
達
し
て
生
活
が
複
雑
に
な
る
ご
、

到
底
堪
ゆ
ぺ
か

ら
よ
る
の
不
n
公
平
を
件
ふ
(
謹
一
五
)
。
門
窓
税
ぜ
て
も
能
力
に
臆
や
る
に
は
甚
し
〈
不
満
足
な
も
の
だ
(
誌
二
ハ

)

υ

ロ
ツ
川
口
、
外
形
標
準
は
勿
論
、
不
完
全
だ
と
鴛
し
、
ア
リ
ク
ス
は
、
外
形
棒
、
準
に
て
は
、
所
得
と
榎
準
と
の
均
衡
が
符
キ
に
し

で
失
は
る
と
鴛
ナ
。

(
註
士
一
)

(
註
-
一
三

ェ
l
ベ
ル
ヒ
は
、
家
屋
階
級
枕
が
主
、
と
し
て
住
む
場
廃
の
教
に
よ
る
だ
け
に
で
は
、
家
賃
税
の
補
完
正
し
で
最
頁

t
適
す
る
。
何

と
な
れ
ば
住
み
場
虎
の
鍛
は
、
牧
盆
の
大
き
及
向
用
家
屋
由
利
用
が
所
有
者
に
興
ふ
る
利
金
と
骨
折
接
の
関
係
に
あ
る
か
ら
と
鴛
L
、

へ
ツ
ケ

ル
は
、
家
屋
階
級
稔
は
、
家
賃
債
値
の
確
知
に
他
の
支
持
黙
を
銑
〈
慮
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
此
が
随
っ
て
自
有
実
屋
住
居
の
諦
例
な
る
田
舎
及

自曲

叢

家
屋
税
の
課
税
槙
準

五
七

第
四
球

第
三
十
巻

27ロ・ Schadc， Gemeiner Wert ur.d 

~!79. 日
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;怪

米
国
庫
枕
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

五
七
回

第
同
抗

小
市
に
は
柑
常
し
た
租
枕
形
式
だ
ー
と
侍
ナ
ョ
そ
れ
か
ら
ベ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
家
屋
階
級
税
を
以
て
、
賃
貸
せ
ら
れ
ず
随
ワ
て
所
有
者
向
身

か
ら
利
用
せ
、
b
る
る
家
屋
に
つ
い
て
梯
は
る
る
も
の
だ
と
匁
L
、
チ
ス
カ
は
、
此
が
特
に
問
舎
の
建
物
に
周
ゐ

b
る
と
註
し
て
居
る
。

エ
1
ペ
ル
ヒ
は
、
此
が
面
積
枕
ほ
ど
粗
で
は
な
い
け
れ
日
と
も
、
倫
ほ
万
足
な
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
で
居
る
。

(
註
-
四
)

(
註
一
五
)

グ
ル
ン
ツ
エ
ル
は
、
面
積
枕
は
判
断
の
粗
な
る
方
便
を
形
成
す
る
。
此
が
唯
だ
高
さ
及
時
間
方
に
大
差
な
き
単
純
な
る
田
舎
事
情
に

エ
1

ベ
ル
ヒ
は
、
田
舎
及
小
市
に
て
建
物
影
一
課
税
す
べ
告
最
簡
車
な
併
し
長
粗
な
る
万
法
だ
と
帰
す
。

適
用
す
べ
き
も
的
だ
と
震
し
、

(
詰
=
ハ
)

ベ
ラ
フ
Z

ル
デ
ス
は
、
門
京
税
は
不
公
正
だ
。

λ

ミ
ス
の
い
ふ
干
う
に
、
間
合
の
舎
一
氏
一
の
家
屋
が
、
肯
府
に
於
げ
る
信
者
内
家
屋

よ
り
も
一
層
罫
〈
の
窓
を
有
た
向
か
ら
と
湾
し
、

へ

y
ケ
ル
も
、
此
が
技
術
上
煩
る
不
完
全
で
、
非
常
に
不
平
等
に
影
響
ナ
と
然
し
、

〈
ル
ヒ
も
、
河
世
引
に
依
可
。
測
定
は
少
ト

b
r資
意
的
で
あ
リ
、
此
に
地
方
閣
憾
の
大
h
d
、
惜
敗
、
及
其
地
の
告
別
内
川
棄
が
考
腐
さ
れ
円
】
l
~

し
で
も
、
宵
ほ
其
が
機
械
的
で
あ
り
、
之
に
よ
り
て
最
大
白
不
公
平
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
、
b
向
と
い
ひ
F

パ
ス
テ
ー
ブ
ル
は
、
此
が
嘗
式
の

方
法
の
有
害
な
る
遺
物
と
し
て
非
難
せ
ら
る
と
い
ひ
、
ポ
ケ

1
は
、
此
税
が
説
明
白
要
な
寺
古
胞
的
理
由
の
矯
め
に
、
市
町
定
的
に
排
除
き
れ

な
〈
で
は
な
ら
ぬ
い
ふ
て
船
る
。

同
課
税
技
術
上

い
評
定
賃
貸
借
格
1
1
1
此
が
都
舎
地
に
て
は
大
鴨
・
容
易
に
摘
み
得
る
。
自
用
家
屋
も
賃
貸
さ
れ
た
の
か
ら
類

推
し
得
る
。
大
工
場
の
如
き
に
は
評
定
難
が
あ
る
が
、
此
も
推
定
は
出
来
ぬ
こ
さ
な
い
。

た
い
滝
田
合
で
は
自
用
家

屋
一
か
多
い
か
ら
此
を
摘
h
u

，
]
さ
が
む
つ
か
し
い
。

業
賃
貸
借
格
か
ら
し
て
他
を
類
推
し

偶
々
賃
貸
が
あ
っ
て
も
、

得
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。

田
舎
に
で
も
避
暑
地
、

潟
泉
場
な
ど
に
は
賃
貸
料
の
目
安
が
立
ち
易
い
ご
も
い
ふ

カJ

大
岨
胞
は
六
っ
か
し
い
さ
し
な
け
れ
ば
な
ら

ω
。
此
等
は
前
に
公
平
課
税
上
か
ら
の
説
明
の
昆
に
て
院
に
指
示

エ
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さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。

(み)
芳一

他
0) 

標
準

山
一
貫
際
純
政
盆
此
は
課
税
技
術
上
掴
み
難
き
も
の
だ
さ
い
ふ
こ
さ
は
、
前
に
も
い
ふ
允
通
り
で
あ
る

開
催
格
|
|
此
は
貿
際
純
牧
盆
に
比
し
て
迄
か
に
技
術
上
掴
み
易
い
。

併
し
後
に
い
ふ
外
形
標
準
に
比
し

て
は
摘
み
難
い
も
の

r。
評
定
賃
貸
債
格
芯
比
し
て
は
何
う
か
さ
い
ふ
さ
、
此
ご
は
技
術
上
に
は
同
等
ご
い
ふ
か

又
は
賃
貸
借
格
が
出
合
じ
行
は
れ
ね
の
仁
、

此
が
回
合
に
も
都
合
に
も
行
は
れ
得
る
だ
り
、

ま
し
な
も
の
ど
も
い

ふ
て
L

良
い
(
詮
一
七
)

O

(
程
一
七
)

プ
ロ
ハ
1
ぜ
ル
は
、
建
物
附
土
地
に
て
は
、
普
通
償
値
に
依
る
課
税
に
重
大
な
心
配
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
取
引
が
止
が
士
地
市

場
に
て
頗
る
大
で
あ
っ
て
、
随
ヲ
て
、
相
首
に
得
ら
れ
た
る
領
特
の
必
要
な
る
坊
が
、
存
在
し
、
英
他
、
此
賦
謀
の
魚
品
に
+
分
な
る
基
礎

@
わ

ロ
!
?
ン
も
、
普
遁
債
値
に
依
る
課
税
は
大
な
る
筒
患
と
い
ふ
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
利
盆
を
有
つ
と
い
が
。

が
存
す
る
か

b
と
鴛
L
、

尤
も
尻
封
識
あ
り
。
例
之
、
ゲ
ル

Y

ツ
エ
ル
は
、
建
物
の
責
債
は
、
住
Lq
に
し
て
現
は
る
る
事
賃
上
白
賓
却
が
比
較
を
供
し
な
い
庖
に
で
は

之
を
確
知
す
る
こ
と
が
六
う
か
し
い
と
刷
用
ナ
。
併
し
債
格
は
仮
令
、
貰
買
な
し
と
し
で
も
、
評
定
白
出
来
る
も
の
だ
。

間
外
形
標
準
は
1

1
凡
ぺ
て
技
術
上
容
易
な
も
の
だ
ご
い
ふ
長
所
を
有
つ
(
詮
一
八
)
。
多
く
説
明
を
待
た
な

L、
。

的
一
般
に

illア
リ
ク
ス
は
、
外
形
標
準
は
便
宜
に
遁
う
と
い
轟
中
。

仰
階
級
税

i
iシ
ェ
フ
レ

1
は
、
階
級
税
が
最
φ
費
だ
と
四
月
れ
。

(
註
一
八
)

司ム
d岡

叢

五
七
五

第
四
批

家
屋
械
の
課
税
標
準

第
二
一
十
巻
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z品t

家
屋
稔
の
課
税
標
準

議

第
三
十
巻

五
七
六

第
四
競

同

山
川
門
窓
税

l
ェ

1
Zヒ
は
、
門
窓
税
の
測
定
は
賞
符
に
於
て
精
密
だ
会
し
、
ィ
ラ
フ
ユ
ル
デ
ス
は
、
止
が
人
的
事
情
に
厄
介
な
る
侵

入
な
〈

L
一
し
確
定
せ
ら
れ
得
る
長
所
あ
り
と
角
し
、
チ
ス
カ
は
、
其
採
用
常
時
四
理
由
は
、
家
屋
町
門
宮
山
の
扱
が
会
〈
確
寅
で
あ
ワ
て
、
凡

べ
て
の
恋
意
を
除
〈
租
税
特
徴
だ
と
い
ふ
と
主
で
あ
っ
た
と
常J
す。

川
川
面
積
税

l
l前
出
註
一
豆
、
う
l

ベ
ル
ヒ
参
照
。

(c) 
(い)対
評政
定牧
賃入
貸上
慣
格

依
る

さ

き

枚
入
は
相
営
大
T
あ
ら
、

費
際
牧
盆
に
依
っ
た
之
、
ヨ
よ
り
も
、
牧

K
J
Rド
守

J
C
F
r
〉

-
c
k
:
h
J
1
p
t
r十
:

川

、

J
t
i
j
J
h主

-
h

f

ハ
刀
一
乙
が

i
-
v
f
/
J
b
A
ノ

l
T恵
国
矧
バ
タ
と
を
名

Fq
江

L

J
，
}
と
月

1jfb'ZJEn--
、

L
r
y
一
汗
淀
川
m
m
m
期
か
あ
ま
り
に

長
(
な
る
さ
、
自
然
増
収
の
得
難
き
触
黙
が
あ
る
。

(
註
-
-
丸
)

プ
ロ
ハ

1

f
ル
は
、
賃
貸
収
症
は
一
般
に
大
な
動
揺
を
免
さ
ず
と
い
ふ
が
、
其
れ
で
も
費
際
の
と
な
る
と
、
可
な
り
に
鑓
動
ナ

る
を
免
れ
向
。

ろ
某
他
の
標
準

川
賞
際
純
牧
盆
1
l
l
に
依
れ
ば
自
然
増
牧
が
大
で
盆
々
牧
入
の
増
加
す
る
さ
い
ふ
こ
さ
は
あ
る
が
、
併
し

経
済
界
の
不
況
に
な
る
ご
き
に
減
牧
を
生
や
る
さ
い
ふ
心
配
も
あ
る
(
註
二
O
)
O

(
詰
二

O
)

り
刈

ロ
1

マ
ン
は
政
金
視
に
よ
り
て
地
方
取
入
が
(
収
金
減
少
に
従
ふ
こ
と
に
よ
り
て
)
不
動
を
失
ふ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
kr
矯
ナ
。

向
債
格

l
lに
依
る
さ
き
に
財
政
牧
入
は
頗
る
大
な
る
こ
さ
が
出
来
(
詮
三
)
或
度
ま
で
自
然
増
牧
も
得
ら

れ
る
。
た
Y
評
定
据
置
期
聞
が
長
き
さ
き
に
は
、
此
自
然
増
収
の
利
を
得
ら
れ
や
、
但
し
又
反
面
か
ら
レ
ふ
さ
、

fyszke， :1. a. O.呂田 '46. 516 Eht::lJcrg， a. u. O. s. 25 I. Bela :Foklcs， a. n.円 日

Prohnst::l， a. <1.， O. S. 49・
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業
に
牧
入
不
動
の
利
が
存
す
る
〈
註
ニ
ニ
)

(
註
ニ
ご

V

ユ
ワ
ル
ヅ
は
、
不
動
産
債
格
税
が
大
な
る
収
入
を
生
じ
た
と
い
ふ
て
居
る
の
は
良
だ
。

ロ
ー
マ
シ
は
、
債
格
税
に
は
、
一
層
動
揺
す
る
収
金
税
に
比
し
、
不
動
の
租
税
収
入
と
い
ふ
財
政
キ
策
上
白
期
待
が
完
全
に
常
る

叩
吻

と
ま
で
い
ふ
で
居
る
。

(
註
ニ
ニ
)

例
外
形
標
準

l
lに
依
る
さ
き
仁
、
牧
入
も
相
営
に
豊
か
な
ム
リ
得
る
し
、
此
れ
な
れ
ば
結
局
年
々
修
訂
せ

ら
れ
て
、
自
然
増
牧
の
利
も
あ
り
、
終
の
貼
に
て
は
他
標
準
に
比
し
て
一
層
有
利
で
あ
る
。

川
Mm怖

rhu

十一枇曾

k
保
健
上
等

い
評
定
賃
貸
債
格
|

l
に
依
れ
ば
一
面
、
質
際
の
賃
貸
料
に
依
っ
た
よ
ち
も
高
い
も
の
に
依
る
ニ

r
f」
な
ろ

だ
け
に
て
は
、
義
務
者
の
経
糖
乃
至
企
業
を
版
逸
す
る
こ
ざ
さ
も
な
り
、
借
家
仁
つ
い
て
輔
嫁
の
行
は
る
、
だ
り

に
て
は
、
特
に
細
民
に
よ
り
て
実
の
只
さ
へ
憐
れ
む
〈
き
生
活
を
腿
過
す
る
ニ
さ
に
な
る
け
れ
ど
も
‘
他
面
、
質

際
の
賃
貸
料
よ
り
も
樫
き
を
得
る
だ
け
に
て
は
、
負
携
の
禦
な
一
}
さ
も
あ
り
、
時
家
に
因
ろ
細
民
の
困
難
に
至
り

て
は
、
何
の
課
税
標
準
に
よ
h
J
て
も
起
力
得
る
こ
さ
で
あ
り
、
此
標
準
の
み
の
棋
貼
で
は
な
く
、
又
其
は
下
級
家

屋
の
減
免
に
よ
り
て
縫
和
す
る
こ
さ
も
出
来
る
。
更
に
此
が
翁
め
に
人
を
し
て
一
層
小
さ
な
住
家
を
選
ば
し
め
・

道
義
上
保
健
上
好
ま
し
か
ら
ぎ
る
こ
さ
、
な
る
三
も
い
ふ
が
、
業
も
何
れ
の
標
準
に
依
っ
て
も
此
税
自
身
の
存
す

る
限

h
避
け
ら
れ
ね
こ
さ
で
あ
り
、
門
窓
稔
の
や
う
に
特
別
な
る
保
健
上
の
快
鈷
の
件
は
向
だ
げ
が
、
ま
だ
ま
し

言命

議

家
屋
枕
の
課
税
標
準

五
七
七

第
三
十
巻

第
四
就

:E. 

Schw:J.rz. a. a. O. S. 21 

Lohmann. a. a. O. S. 56 
35) 
雪6¥
" ~ 



;命

実
屋
枕
の
課
枕
模
噛
ヤ

第
凶
腕

占，、

第
三
十
巻

議

五
七
八

だ
さ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

ろ
ま
一
他
の
課
税
標
準

川
賞
際
純
牧
盆
1
1
l
に
依
れ
ば
、
負
権
者
に
さ
り
て
比
慨
的
楽
で
あ
り
、
経
済
上
り
刷
出
J

辺
、
こ
な
る
こ
ど
の

少
手
を
得
ざ
い
ふ
こ
さ
が
あ
る
。

向
債
格
ー
ー
ー
に
依
る
場
合
に
は
、
前
記
、

一
評
定
賃
貸
債
格
じ
っ
き
て
い
ふ
さ
略
ぼ
同
事
が
営
る
ロ

間
外
形
標
準
ー
ー
ー
に
依
る
ぎ
託
、
に
多
少
不
会
中
古
も
な
h
ノ
、
過
重
貸
借
三
な
る
ご
い
ふ
叩
」
ざ

b
生
や
る
。

随
ふ
て
は
其
れ
だ
け
に
て
瓶
一
揖
上
の
歴
迅
ざ
な
り
、
歌
合
上
の
閃
難
を
も
生
子
る
。
特
に
門
窓
税
は
入
口
及
窓
を

縮
少
し
て
保
健
上
の
弊
害
の
大
い
ぜ
い
ふ
こ
さ
を
快
枯
ご
す
る
(
註
ニ
=
一
)
)

(
註
ニ
一
-
一
)

門
窓
枕
が
入
口
及
宮
山
を
縮
少
し
て
、
光
線
及
空
白
加
を
制
限
す
る
の
弊
あ
る
と
と
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ク
ス
、
ジ
エ
ン
セ
ン
、
ペ
ラ

フ
エ
ル
ヂ
ス
、
チ
ス
カ
、
ロ
ツ
シ
ア

l
、
ェ

1
4
ル
ヒ
等
の
説
く
所
で
あ
る
。

第
二
段

我
闘
の
家
屋
税
の
新
課
税
標
準
の
内
容

我
幽
の
家
屋
設
の
新
謀
税
標
準
た
る
評
定
賃
貸
債
格
に
は
、
以
上
の
如
き
利
害
あ
り
ざ
し
て
、
実
は
理
想
的
に

良
き
も
の
で
は
な
〈
‘
見
方
に
依
り
で
は
債
格
(
普
通
償
値
)
仁
も
劣
る
さ
す
る
が
、
併
し
絡
調
に
惑
い
も
の
で
は

な
〈
、
相
営
に
良
い
も
の
さ
し
て
は
可
ぃ
。

さ
て
然
ら
ば
業
内
容
如
何
ざ
い
ふ
の
に
、
之
に
つ
き
問
題
さ
な
る
は

Tyszl、n，Al!;玄・1.c. p. 466， Jensen. 1. c. p・294田 Be1aFolrles， a. a. O.円 516 
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37) 



左
の
如
し
。

ト
測
定
方
法
に
闘
す
る
根
本
問
題

小
川
賞
際
に
依
る
や
の
問
題
|
l我
国
の
法
一
律
に
て
定
h
u

る
賃
貸
債
格
ご
は
具
睦
的
の
其
を
指
す
か
客
観
的
卒
均

的
に
-
評
定
し
た
も
の
を
指
す
か
。

一
の
問
題
だ
が
、
私
は
後
者

rさ
解
す
る
。
そ
し
て
其
方
が
一
層
公
平
で
あ
り

特
に
物
税
ご
し
て
牧
盆
税
ざ
し

τは
其
方
が
至
営
の
や
う
だ
(
註
二
目
)
。
其
れ
で
費
際
に
或
家
屋
に
つ
き
、
賃
貸
料

政
入
の
件
ふ
ど
き
仁
、

一
感
は
之
を
申
告
せ
し
め
て
盛
一
考
さ
は
す
る
が
、
必
?
し
も
之
じ
依
ら
4
r
i
l
之
に
潜
め
る

常
該
常
事
者
間
の
特
別
尋
惜
仁
基
く
元
素
を
排
除
し
て
、
客
観
的
に
相
営
ぜ
認
め
ら
る
、
も
の
を
定
め
る
こ
さ
に

な
る
(
詮
二
五
)

Q

勿
論
、
白
用
家
屋
や
無
料
貸
の
家
屋
な
ど
じ
つ
い
て
は
他
の
類
似
の
物
よ
、
り
し
て
類
推
す
毛
の
外

、i
F

、0

9
J
d
'
l
w
 (

註
ニ
四
)

チ
ス
カ
は
、
政
盆
枕
に
て
は
、
個
人
的
に
分
別
し
得
ぬ
か
ら
、
此
に
も
通
例
平
均
が
取

b
れ
る
と
い
-t
。

(
笹
二
五
)
例
之
バ
イ
エ
ル
ン
法
に
て
は
、
家
屋
税
目
標
準
は
、
其
の
年
キ
の
賓
際
白
又
は
可
能
的
な
る
家
賃
収
盆
に
求
め
ら
る
る
家
賃
収
金

能
力
と
ナ
る
。

何
回
合
に
於
げ
る
特
殊
の
測
定
方
法

1
i都
舎
地
な
れ
ば
、
賃
貸
の
賓
例
が
相
営
に
多
〈
.
之
を
集
め
て
英
聞

に
卒
均
的
標
準
的
の
賃
貸
債
格
を
見
出
す
こ
さ
を
得
る
け
れ
ど
も
、
田
舎
に
て
は
多
〈
は
此
が
出
来
や
、
此
「
い
て

は
債
格
か
ら
一
定
の
相
営
剥
恋
?
を
一
束
じ
て
算
定
す
る
外
な
い
。

実
利
率
の
多
少
恋
意
的
だ
ご
い
ふ
こ
ご
、

各
t也

言命

家
屋
視
の
課
税
標
準

t 

叢

第
三
十
巻

五
七
九

第
四
按
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5品

議

家
屋
積
白
課
税
標
準

第
一
二
十
巻

第
四
時
抗

一
入

五
八

O

利
廻
の
異
る
ぺ
き
に
一
率
を
用
ゐ
る
の
結
果
、
多
少
各
地
聞
に
不
必
卒
さ
な
る
さ
い
ふ
こ
さ
、
都
曾
地
ご
回
合
さ

の
閉
じ
臭
っ
た
標
準
の
用
ゐ
ら
る
る
不
公
卒
ゐ
り
ざ
い
ふ
こ
さ
が
、
之
に
封
し
て
の
非
難
ご
な
り
得
ゃ
う
が
、
共
は

賃
貸
債
格
を
採
っ
允
以
上
は
仕
方
の
な
い
'
」
さ
で
あ
る
。
外
国
じ
は
回
合
の
矯
め
じ
面
積
枕
を
採
り
、
建
物
敷
地
及

附
属
地
面
積
の
一
間
単
位
営
り
幾
ら
の
牧
盆
マ
」
限
定
す
る

t
ゐ
る
が
(
註
二

5
・
立
(
fし
て
も
各
地
方
聞
の
不
公
卒
、
都

市
ご
田
舎
さ
の
不
均
衡
さ
い
ふ
非
難
は
免
れ
な
い
。

(
註
ニ
穴
〉

バ
イ
エ
ル
ン
に
て
は
、
特
に
農
業
経
替
に
向
け

b
る
る
建
物
及
田
舎
の
減
、
寺
院
に
は
超
物
叫
川
七
地
及
庭
園
の
一
ア
ー
ル
に
つ
き

十
四
馬
克
と
評
定
し
、
メ
グ
レ
ン
プ
ル
ヒ
ス
ト
レ
リ
ツ
に
て
は
、
田
舎
に
あ
る
建
物
附
土
地
(
唯
だ
間
接
に
農
業
経
瞥
に
役
立
ち
、
大
さ
が
一

へ
ク
タ
ー
ル
を
超
へ
ぎ
る
も
白
〉
は
、
平
均
的
純
牧
盆
を
精
キ
二
十
馬
克
と
見
倣
す
。

二
計
算
上
の
問
題

め
控
除
す
寸
き
も
の

い
維
持
費
減
損
費
ー
ー
の
刻
き
は
、
之
を
控
除
す
る
方
が
能
力
仁
臆
や
る
所
以
に
さ
も
見
ら
る
る
け
れ
ず
も

(
註
二
七
)
、
我
邦
の
法
律
の
解
碑
押
さ
し
て
は
之
を
控
除
せ
な
い
趣
旨
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。
其
は
物
税
ご
し
て
牧
盆
税

ご
し
て
は
忍
ば
れ
得
る
し
、
又
之
が
控
除
を
行
ふ
さ
し
て
も
其
は
賀
行
難
で
、
不
精
確
ぜ
な
り
得

4
9
(

註一八
)
O

ぞ

し
て
業
免
め
不
公
卒
ご
も
な
る
。
其
れ
位
な
れ
ば
之
を
控
除
せ
守
し
て
総
額
に
よ
り
、
併
し
税
準
の
決
定
に
於
て

通
営
じ
考
慮
す
れ
ば
、
組
額
に
依
つ
わ
ん
品
川
め
の
不
会
卒
を
或
皮
ま
で
緩
め
得
る
(
註
子
九
)
O

尤
も
此
維
持
費
減
損
費

Kiefcrsauer， u. a. O. S. 147. Prohasel， a. a. O. S. 87.90. 40) 



が
一
克
来
、

富
者
の
住
家
よ
り
も
貧
者
の
其
に
割
合
に
大
い
の
で
、

此
控
除
を
せ
ぬ
ざ
い
ふ
'
』
f
」が-、

貧
民
の
負
槍

を
比
鞭
的
大
な
ら
し
め
反
枇
曾
的
さ
な
る
さ
い
ふ
こ
さ
は
あ
る
(
註
一
ニ
O

)

O

(
註
ヱ
セ
)

山
理
論
よ

p
u
-
-ェ
1
ベ
ル
ヒ
は
、
致
用
即
ち
家
屋
む
維
持
費
'
減
損
及
修
緒
資
日
其
他
家
屋
む
所
有
に
結
付
〈
費
用
門
街
踏

掃
除
、
鹿
埠
、
費
等
〕
が
控
除
に
福
岡
b
さ
る
べ
骨
は
疑
を
容
れ
ず
と
匁
し
、
ペ
ラ
フ
且
ル
デ
λ

は
、
課
税
陀
従
ふ
家
屋
増
金
む
稽
定
に
於
て
、

修
給
食
等
の
矯
め
一
定
の
控
除
が
許
さ
れ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
符
し
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
も
、
厳
格
に
い
ふ
て
、
家
賃
か
ら
、
建
物
白
維
持
及

損
減
の
ん
べ
て
の
費
用
が
搾
除
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
鴛
し
、
フ
イ
ス
チ
ン
グ
も
、
此
積
の
枕
に
て
畑
町
準
と
な
る
の
は
、
営
該
年
白
総
収

往
か

b
、
管
理
及
減
償
資
を
引
去
り
た
る
後
に
残
る
所
の
純
取
盆
だ
と
鴛
し
、

シ
Z

ヲ
レ
ー
も
、
賃
岱
且
が
現
は
る
る
だ
け
に
て
は
、
寅
隙
の

純
、
ハ
品
質
収
益

ι
ム
り

t
訣

i
げ

L
J

ウ
む
べ
し
と
鈴
し
司
ソ
ド
フ
7

U

ぺ
l

r
川
、
不
断
一
止
心
引
い
I
u
m川

ι
に
は

九
油
化
、
止
が
ん
机
収
金

U
E
W
知
wv
必

要
で
、
建
物
白
取
金
か
、
b
引
去
る
べ
き
費
用
と
し
て
は
、

一
般
に
は
、
必
要
法
〈
べ
』

b
ざ
る
且
ワ
年
キ
繰
返
さ
る
る
も
の
が
日
比

b
る
る
。

反
之
所
有
者
及
情
家
人
の
早
な
る
任
意
に
か
か
り
、
又
は
偶
然
に
よ
り
て
生
ず
る
も
の
は
然
ら
ず
と
い
ふ
。

へ
ヅ
ケ
ル
も
、
総
取
盆

ι
r
b

定
費
用
(
減
位
、
修
繕
、
保
険
白
魚
品
目
)
が
引
か
る
る
を
得
る
が
、
抵
官
利
子
は
さ
ろ
で
は
な
い
と
免
ナ
。
主
(
れ
だ
け
は
正
し
い
が
、
ナ
ス

-
-
e
・・

力
が
、
平
均
的
に
確
知
苫
れ
た
る
収
金
か
ら
、
住
居
の
費
用
、
空
屋
の
考
慮
(
此
を
も
考
慮
す
る
か
は
一
問
題
で
あ
え
此
は
賀
際
の
純
収

盆
に
依
る
主
義
で
は
考
慮
し
た
〈
て
は
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
品
川
金
詑
力
主
義
か
ら
は
考
慮
せ
ぬ
で
も
瓦
い
)
等
白
魚
め
に
開
除
が
行
は
φ
と

免

L
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
が
、
家
屋
山
一
純
峨
盆
を
見
出
さ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
修
料
及
火
災
保
険
賀
の
み
で
な
く
、
新
築
年
金
の
控
除
(
此
ま

で
も
引
〈
ζ

と
は
、
別
に
資
本
利
子
税
白
及
ば
ぬ
だ
け
で
は
必
要
の
な
い
こ
と
だ
)
を
も
必
要
と
ナ
と
い
ふ
ん
一
は
其
僅
に
は
受
取
れ
な
い
。

考
慮
白
除
地
あ
る
と
主
で
あ
る
。

州

w
貰
例
か
ら
1
1
J
バ
イ
エ
ル
ン
(
一
九
二
三
年
前
)
に
て
は
、
家
屋
所
有
者
の
費
用
と
し
て
、
水
道
料
、
塵
日
現
取
除
費
、
糞
尿
取
除
費
、
道
路

掃
除
費
、
畑
突
掃
除
費
、
火
災
及
其
他
白
損
害
保
険
費
が
相
常
の
額
だ
げ
控
除
さ
れ
る
(
家
賃
中
に
此
等
の
賠
償
が
含
主
れ
る
と
と
を
仮
定

し
て
)

O

ハ
y
プ
ル
ヒ
に
て
は
貸
主
か
、
b
抑
は
れ
る
水
料
を
引
き
、
接
房
、
燈
火
、
掃
除
費
な
と
も
費
用
と
し
て
引
か
れ
た
。
メ
ク
レ
ン
プ
ル
じ

1命

家
屋
枕
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

第
四
披

九

五

A 

叢
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t晶

選

家
屋
叫
怖
の
課
循
標
準

O 

第
凶
披

第
三
十
巻

五
八

ス
ト
レ
リ
ツ
に
で
は
、
課
税
は
純
地
盆
に
依
り
、
其
は
其
管
理
が
全
部
又
は
一
部
、
他
人
の
資
本
に
上
り
て
行
は
る
る
か
何
ち
か
を
願
品
ず

し
で
、
其
縫
湖
上
の
目
的
に
従
ひ
普
通
の
管
理
に
て
干
均
的
に
断
へ
ず
生
ず
る
知
き
純
牧
盆
に
よ
る
も
の
と
し
、
ワ
ル
デ
ヅ
グ
に
で
は
、
其

収
持
惜
の
獲
得
に
必
要
な
る
費
用
を
引
去
る
こ
と
と
な
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
品
ワ
イ
ヒ
、
ヂ
ク
セ
ン
、
メ
ク
レ
ン
フ
ル
ヒ
シ
ユ
ウ
エ
リ
シ
白
家
屋

時
価
白
土
釜
と
な
っ
た
濁
逸
北
九
和
国
の
詐
定
法
に
て
は
・
此
が
平
均
的
純
牧
盆
に
よ
る
こ
と
と
な
る
o
角
ほ
、
警
滋
岡
崎
の
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
、
千
エ

ァ
、
其
他
の
地
方
に
で
E

疑
展
の
保
険
科
を
も
引
去
る
も
の
と
い
た
。

(
註
二
八
)

パ
ス
テ
ー
ブ
ル
は
、
損
減
及
芙
結
果
た
る
減
慣
を
取
扱
ふ
こ
と
は
容
易
で
な
引
と
い
っ
た
、
口
、
i

ず
ン
は
、
人
は
各
個
の
不
動
産

の
賦
課
に
於
て
、
時
代
起
-
匂
所
の
賃
料
自
歓
損
、
修

f

材
費
を
各
個
の
事
情
に
相
嘗
し
て
考
慮
ナ
る
こ
と
を
不
可
能
と
符
し
、
む
し
ろ
之
を
銑

るイ
不ご
空三¥.

全世
だ伐
とス
旬、 l〆

..;、-1:;)j~ 

~ 
FJ、

:一

3

レ
ー
も
.
山
私
服
同
医
科
税
い
れ
て
は
、
保
布
裂
が
一
部
初
め
か
っ
李
成

J
-
b
る
一
。
一
部
、
考
慮
心
力
法
は
頗

(
註
二
九
〉

ロ
ツ
ツ
は
、
人
は
此
修
繕
賀
及
其
他
の
責
婚
の
矯
め
に
控
除
を
許
ナ
か
、
或
は
さ
う
し
な
い
で
め
っ
た
に
新
し
争
放
課
を
行
は
ず

〈
革
国
自
明
白
箆
の
に
よ
り
)
及
課
税
を
申
開
成
金
に
よ
り
て
行
ふ
左
奇
に
は
、
他
の
牧
従
枕
と
比
佼
し
で
、
税
率
の
高
さ
に
よ
り
て
、
此
事
情
に

考
慮
を
携
は
ふ
と
よ
y
る
も
の
だ
正
い
ふ
。

4

〈】計一-一

O
)

ロ
1

7
ン
は
、
組
収
盆
稔
は
、
常
者
白
家
屋
を
ι
有
利
と
し
、
勢
働
者
住
民
、
及
中
等
山
弔
問
屋
の
割
合
に
高
き
頁
携
を
…
筒
、
む
す
も
の
だ

減
償
費
、
管
理
賀
、
修
繕
費
及
家
賃
焼
損
は
、
主
こ
し
で
勢
働
者
及
細
民
の
住
友
に
於
て
、
少
扱
な
る
静
穏
な
る
侍
家
人
的
住
す
る
家
屋
に

於
げ
る
上
り
も
一
層
高
き
も
の
だ
と
、
u
n
t
o

み
地
代
1

1
賓
際
生
活
に
於
て
家
賃
ざ
い
ふ
さ
.
其
中
に
は
地
代
に
常
る
も
の
が
合
ま
れ
て
苧
ゐ
。

も
、
此
は
既
に
別
に
地
租
を
負
ふ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
之
さ
並
立
す
る
家
庭
設
に
て
は
地
代
の
元
素
ぞ
除
き
た
る

家
屋
の
賃
貸
債
格
を
標
準
三
す
ぺ
き
あ
の
で
あ
り
、
我
闘
法
の
主
(
れ
も
此
意
義
の
も
の
f
」
解
し
て
誤
り
な
い
。
的

け
れ
ざ

5+ 55.90・91.Sodoffsky， PJ'ohasel， :l. :J.. O. ~;- 50 Kiefersauer， a. a. O. s 
a. a. O. s. 66-68. 
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ち
家
屋
の
賃
貸
債
格
さ
は
普
通
の
家
賃
f
」
い
ふ
も
の
の
中
か
ら
、
地
代
を
除
き
た
る
残
、
り
の
も
の
、
即
ち
家
屋
其

も
の
の
使
用
料
三
地
上
権
の
謝
償
J
t
c
合
せ
た
も
の
ミ
解
す
べ
き
で
あ
る
。

h
ん

Y
主
(
の
控
除
さ
る
ぺ
き
地
代
が
各

土
地
の
共
睦
的
の
地
代
ざ
す
ぺ
き
か
、
評
定
地
代
ざ
す
べ
き
か
が
問
題
で

J?』
仁
併
し
阪
に
賃
貸
債
格
実
も
の
が

質
際
の
で
な
〈
、
評
定
的
の
も
の
ざ
さ
れ
る
以
上
、
此
も
亦
評
定
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
心
。
阪
に
一
方
、
地

相
い
か
一
両
定
賃
貸
借
格
に
依
る
ご
し
て
、
家
屋
税
の
標
準
た
る
賃
貸
債
格
は
、
土
地
家
庭
を
一
暢
ご
し
た
る
総
一
評
定

賃
貸
借
格
の
中
か
ら
、
葉
土
地
の
地
粗
じ
於
灯
る
一
評
定
賃
貸
借
格
を
按
除
し
わ
い
い
も
の
ご
す
、
へ
き
で
あ
る
。

州
、
控
除
寸
ベ
か

b
ぎ
乙
も
の

l

ご
し
て
は
家
屋
投
下
資
本
め
刺
子
を
思
げ
な
り
れ
ば
な
~
ら
ね
。
土
仁
い
ふ
や

う
に
し
て
、
地
代
を
控
除
す
る
以
上
は
、
投
下
資
本
の
利
子
を
も
控
除
す
や
へ
き
も
の
の
如
〈
で
は
あ
る
(
誌
三
一
)

3

け
れ
Z
も
家
屋
所
有
者
の
家
屋
投
下
資
本
の
凡
ぺ
て
に
資
本
利
子
殺
の
か
か
ら
肉
似
上
は
、
そ
し
て
車
に
借
入
資

本
利
子
に
の
み
資
本
利
子
税
の
か
か
る
以
上
は
、
家
屋
所
有
者
の
自
有
資
本
に
て
建
て
た
家
屋
に
て
は
葉
投
下
資

本
利
子
を
控
除
し
て
は
な
ら
向
。
若
し
も
之
が
控
除
を
す
る
さ
、
家
屋
殺
の
物
健
が
何
も
の
も
な
い
噌
』
ぜ
に
も
な
る

(註=一二)。

で
控
除
す
る
芭
す
れ
ば
、
精
々
借
入
資
本
に
よ
り
た
る
場
合
、
そ
し
て
別
に
資
本
主
の
蕗
で
資
本
利
子

稔
の
携
は
れ
た
場
合

rげ
に
限
る
べ
き
だ
が
、
業
れ
さ
で
も
家
屋
殺
に
て
之
が
控
除
を
行
ふ
ぜ
い
ふ
の
に
は
、
投

術
上
は
家
屋
抵
営
の
借
入
資
本
の
利
子
じ
限
る
外
な
い
。
然
る
に
本
一
家
屋
抵
営
の
借
入
資
本
f
」
い
ふ
て
も
、
賓
は

必
や
し
も
実
家
屋
の
潟
め
に
借
入
れ
た
さ
は
限
ら
や
、
家
屋
持
主
の
他
の
管
業
関
係
の
潟
め
に
借
入
れ
た
の
か
も

論

叢

家
屋
枕
の
課
税
標
準

玉

A 

第
四
就

第
三
十
巻
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3品

家
居
積
の
課
税
嶋
崎
準

五
八
四

第
閥
抗

議

第
三
十
巻

知
れ
や
、
彼
の
人
的
家
事
的
事
情
の
矯
め
に
借
入
れ
た
の
か
も
知
れ
や
(
註
一
一
一
一
号
、
而
か
も
家
屋
殺
さ
い
ふ
物
税
に
於

げ
る
控
除
注
し
て
は
、

車
に
家
屋
ご
い
ふ
課
税
物
件
の
矯
め
に
し
た
借
入
資
本
利
子
の
み
に
限
ら
な
く
℃
は
な
ら

ぬ
。
併
し
其
匝
別
が
賓
際
明
瞭
に
は
出
来
な
い
ざ
い
ふ
こ
さ
が
あ
り
、
随
ふ
て
は
、
質
際
、
此
仲
町
除
は
般
令
賀
行

の
望
ま
し
き
も
の
が
あ
っ
て
も
、

山
山
来
な
い
こ
さ
だ
さ
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

又
我
岡
山
山
下
に
て
は
家
屋
稔

J

己
競
立

す
る
地
万
物
税
中
に
、
資
本
利
子
税
が
な
い
の
で
ゐ
る
か
ら
、

借
入
資
本
た
る
さ
自
有
資
本
わ
い
る
ご
を
問
は
や
、

英
利
子
を
、

家
屋
併
の
標
準
た
る
賃
貸
憤
格
の
中
か
ら
お
除
す
る
に
及
ば
ぬ
-

}

B

こ
で
も
あ
り
、

叉
桐
刊
行
法
の
解
探

ぜ
し
で
も
之
を
控
除
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
。

(註一-二〕

エ
1
4
ル
ヒ
は
、
之
に
つ
き
、
資
債
利
子
も
鳩
牧
盆

'
p
b格
除
ず
べ
き
も
白
と
し
、
彼
は
頁
債
利
子
ー
と
い
ふ
て
居
る
か
ら
借
入
資

ロ
ヅ
シ
ア

1
白
新
築
年
金
白
捜
除
主
で
ナ
る
と
、
自
有
資
本
由
利
子
を
も

本
に
依
っ
た
場
合
に
限
ヲ
て
居
る
が
、
前
出
註
二
七
に
暴
げ
た
、

引
表
る
こ
と
に
な
り
、
其
は
過
ぎ
た
り
と
い

L
べ
き
だ
。

賞
例
に
て
は
、
苔
露
園
地
方
家
屋
枕
に
で
、
ジ
ン
ピ
ル
ス
ク
に
て
此
責
債
利
子
を
柊
除
し
た
け
れ
ど
も
、
モ
ス
コ
ゥ
、

4
 

は
之
を
行
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
。

ミ
ン
λ

夕
、
な
ど
で

(
詰
三
ニ
)

一
部
は
建
物
自
身
の
資
木
利
子
と
し
て
見
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と

ロ
ツ
U

ア
ー
は
、
住
家
白
政
金
は
一
部
、
土
地
身
代
で
あ
う
て
、

い
ふ
た
が
、
ベ
ラ
フ
エ
ル
」
ア
ス
が
建
築
せ

b
る
る
凡
べ
て
の
地
面
が
地
租
に
従
ひ
、
家
屋
連
築
に
使
は
れ
た
る
九
べ
て
の
資
本
が
資
木
税

に
従
ふ
と
き
は
、
家
屋
税
は
無
物
聞
と
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
も
同
趣
旨
で
あ
り
・
夏
に
メ
ル
ツ
ア
ー
も
、
建
物
枕
と
は
建
物
、
即
ち
此

初

に
投
下
さ
れ
た
資
木
の
利
用
の
取
容
税
だ
と
い
ふ
で
居
る
。
何
れ
に
し
て
も
家
屋
税
と
し
て
は
家
屋
へ
の
投
下
資
木
利
子
の
課
税
が
主
要
な

る
物
憶
と
な
る
の
で
あ
る
。
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(
註
三
三
)

へ
ツ
テ
ル
は
、
抵
蛍
利
子
は
控
除
さ
る
べ
き
で
な
い

E
い
ひ
、

z
l
べ
ル
ヒ
も
、
利
子
控
除
の
要
求
は
、
収
径
税
白
金
程
の
性
質

か
ら
し
て
は
賀
行
し
難
き
も
の
だ
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
農
業
及
替
業
的
建
物
に
於
で
技
官
借
が
往
キ
に
し
で
家
屋
所
有
者
の
家
屋
所
有
者
と
し

で
の
必
要
か
、
b
生
じ
な
い
で
、
農
業
者
と
し
て
叉
は
帥
営
業
者
と
し
て
自
信
用
必
要
か

b
生
じ
た
か
ら
と
い
ひ
、
フ
イ
ス
チ
ン

r
は
、
責
債
利

子
及
年
金
賀
擦
の
引
去
は
、
此
殺
に
て
は
精
艶
に
、
責
債
及
責
措
と
源
泉
と
の
経
潜
土
白
闘
係
の
詩
明
に
か
か
る
。
且
つ
此
に
も
唯
、
刺
盆

賀
婚
の
限
界
に
達
ナ
る
ま
で
だ
け
許
さ
る
る
と
魚
7

何
加
算
す
べ
き
も
の

、‘，，，い
敷
金
の
金
利
|
|
我
国
法
上
の
賃
貸
債
格
は
一
評
定
的
の
も
の
た
る
べ
く
、
賢
際
の
某
で
な
〈
て
良
い
が
、

併
し
式
評
定
仁
際
し
て
失
月
四
L

リ
賓
際
の
を
目
安
芯
す
る
ご
し
て
、
実
の
ご
き
仁
、
家
賃
さ
し
て
棋
は
る
、
、
も
の
必

外
に
、
敷
金
ざ
し
て
家
主
に
納
め
る
も
の
が
ゐ
っ
て
、
而
か
も
家
主
に
於
て
之
が
利
子
を
借
家
人
に
梯
は
ぬ
だ
げ

に
て
は
、
其
利
子
じ
相
営
し
た
も
の
は
.
事
買
上
の
家
賃
の
一
部
ザ
い
ざ
し
て
加
算
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
も
之

を
考
慮
し
な
い
さ
き
に
は
、
敷
金
ゐ
る
庭
さ
‘
其
れ
な
き
慮
芝
、
其
の
割
合
に
多
き
地
方
ご
.
其
の
割
合
に
少
き

方
面
さ
の
間
に
不
公
卒
さ
な
る
。
法
文
に
貸
主
の
収
得
す
ぺ
き
金
額
ご
い
ふ
中
に
は
之
を
も
入
れ
な
く
て
は
な
ら

ぬ。
ろ
権
利
金
の
元
利
|
|
我
園
の
商
工
業
地
に
て
は
家
屋
の
借
主
が
賃
借
の
営
初
に
貸
主
に
劃
し
て
権
利
金
を

〆，‘、

日

出
し
、
其
を
貸
主
が
他
日
家
屋
開
渡
の
際
に
逗
構
せ
や
さ
い
ふ
噌
]
さ
の
行
は
る
、
地
方
あ
り
ご
い
ふ
-
』
ぜ
」

ru然
h

ざ
す
れ
ば
、
此
も
家
賃
の
一
部
守
」
見
て
、
之
を
加
算
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
併
し
其
計
算
の
方
法
は
六
っ
か
し

Z曲

叢

家
屋
税
白
課
税
標
準

第
四
時
瑞

第
三
+
巻

五
八
五
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1歯

叢

家
屋
稔
の
課
税
標
準

第
三
十
巻

五
八
六

第
四
時
抗

四

ぃ
。
技
術
上
に
は
、
之
が
相
営
金
利
の
上
じ
も
、
元
金
の
一
定
部
(
例
之
、
卒
均
五
年
離
績
ざ
い
ふ
場
合
に
は
五

分
一
)
を
加
算
す
る
が
如
き
方
法
に
依
る
外
な
い
。

論

以
上
要
之
、
我
幽
の
附
加
さ
に
採
ら
ん
ざ
す
る
家
屋
税
課
税
標
準
た
る
賃
貸
債
格
は
‘
諸
多
の
椋
準
中
仁
て
は
絶

調
じ
一
番
優
秀
な
も
の
ご
も
い
ひ
粂
ね
る
か

b

併
し
ま
づ
大
聞
に
て
思
ぴ
得
る
も
の
E
は
あ
る
。
そ
し
て
之
が
円

容
は
評
定
的
の
も
の
で
あ
!
り
、
総
牧
盆
的
な
も
の
で
あ
り
、
牧
盆
能
力
ざ
い
ふ
ぺ
き
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
実
は
大

穂
、
賀
行
し
得
る
が
、
賃
貸
の
事
賓
乏
し
き
回
合
に
て
は
某
佳
之
に
依
h
難
く
・
多
少
特
別
の
方
法
を
講
じ
て
推

定
す
る
外
な
か
ら
う
。
線
牧
盆
的
の
も
の
さ
い
ふ
て
も
、
土
地
の
賃
貸
借
格
に
営
る
も
の
を
控
除
し
な
で
は
な
ら

ゃ
、
維
持
費
減
損
費
は
本
来
は
之
ぞ
按
除
す
ぺ
き
も
の
さ
い
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
併
し
我
同
法
に
て
は
之
を

控
除
せ
や
、
叉
之
を
控
除
せ
や
さ
も
忍
ぴ
得
る
も
の
で
あ
る
。
若
夫
れ
家
屋
投
下
の
資
本
利
子
に
至
り
で
は
、
む

し
ろ
控
除
す
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
併
し
敷
金
の
利
子
や
権
利
金
の
元
利
の
如
き
は
、
家
屋
の
賃
貸
債
格
の

評
定
に
於

τ、
相
営
に
加
算
す
ぺ
き
も
の
に
属
す
る
。


